
小規模農家営農継続支援事業フロー図

【申請から発注まで】

【発注から事業完了まで】

小規模農家営農継続支援事業実施計画書提出（申請者➝市農林課）

事業承認・不承認通知（市農林課➝申請者）

補助金交付申請書提出（申請者➝市農林課）

補助金交付決定通知（市農林課➝申請者）

事業対象機械・施設発注（申請者）

事業完了報告書・事業完了報告・

補助金実績報告書・請求書提出

（申請者➝市農林課）

補助金交付確定通知及び補助金交付

（市農林課➝申請者）

補助金前金払申請書及び請求書提出

（申請者➝市農林課）

事業完了報告書・事業完了報告・

補助金実績報告書提出

（申請者➝市農林課）

補助金交付確定通知

（市農林課➝申請者）

※補助金超過がある場合返還命令通知

補助金前金払決定通知及び補助金交付

（市農林課➝申請者）

通常の手続き 補助金前払いを希望する場合の手続き


